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令和２年度優良少年補導委員 ２１名が受賞 

 

令和２年度「岐阜県青少年育成県民大会」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。 

この大会は、青少年の健全育成などについて広く県民の理解を深めるために毎年開催されており、県内で功績

のあった優良少年補導委員等に対する表彰式も行われていました。今年度は残念ながら開催されませんでしたが、

関市からは次の２１名の方が受賞伝達されました。（敬称略） 

◎ 岐阜県環境生活部長表彰（２名）   

    渡邉 千尋（板取支部）      吉田 敏春（田原支部） 

◎ 県民会議会長表彰（１９名） 

    須甲 省一（安桜支部）      原  康博（安桜支部）      樋口 享二（旭ヶ丘支部） 

    高井 重和（旭ヶ丘支部）     河合 繁樹（旭ヶ丘支部）     田口 栄一（旭ヶ丘支部） 

松原 晴美（旭ヶ丘支部）     松尾 美香（旭ヶ丘支部）     石木  篤（旭ヶ丘支部） 

山藤 裕行（下有知支部）     河田 富男（西部支部）      亀山つた子（西部支部） 

小林 博子（西部支部）      亀山 千秋（西部支部）      深川 征也（桜ヶ丘支部） 

加藤 剛士（南ヶ丘支部）     堀江 麻里（南ヶ丘支部）     小川 陽子（南ヶ丘支部） 

長屋 峰男（板取支部）             

 受賞されました 21 名の皆様には、誠におめでとうございました。今後も引き続き青少年育成、非行防止等、

補導活動にご尽力くださいますようお願します。 

 

 

令和2年度青色回転灯車両パトロール講習会を開催 
 

令和 2 年度青色回転灯車両パトロー

ル講習会が、8 月 23 日（日）にわかく

さ・プラザ総合福祉会館で開催されまし

た。 

青色回転灯車両を使ってパトロールを

行うには、「パトロール実施者証」の交付

を受けた方が 1名以上乗車しなければな

りません。 

新規少年補導員や、講習受講後 3 年を

経過した少年補導員は、この講習を受講

して「パトロール実施者証」の交付を受け

ていただく必要があり、今年度は２１名

の少年補導員が受講されました。 

当日は関警察署生活安全課から講師を

迎え、最近の犯罪情勢や青色回転灯パト

ロール実施上の留意事項などについてお

話しをいただきました。 

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定していた多くのイベントが中止になり、少年補導活

動につきましても感染防止に伴う対応が求められていますが、補導員一人一人が感染リスクを自覚しながら、マ

スクの着用、対人距離（ソーシャルディスタンス）を保ちながら、withコロナでの補導活動に取り組んでいきた

いと思っています。 



  

「子どもから学ぶ」という姿勢 
  

完璧な人間など存在しませんから、大人も子どもとのやりとりの中で失敗をすることがあります。特に子育

ては試行錯誤の繰り返しですから、いろいろな失敗があるでしょう。自分が失敗をしたとき、反抗期の子ども

は、ここぞとばかりに大人を追い込んできたりするものです。冷静になれば自分が悪かったと思える親でも、い

ざ自分を責め立てる子どもに直面すると、なかなか素直になれずに意地をはってしまい、後で後悔する、という

ことも少なくありません。 

〇 間違いを認められない親 

 いろいろな人間関係において、「先生役」と「生徒役」がありま

す。学校での本当の先生と生徒もそうですし、たいてい立場が上の

人は「先生役」をやっています。親子であれば親が「先生役」、子

どもが「生徒役」です。「先生役」は、「いつも正しくあることが期

待されている役割」です。ところが、完璧な人間などいませんか

ら、いつも正しくあることなど無理です。それなのに、「いつも正

しくあること」を自らに課し続けていると、いろいろな歪みが出て

きます。たとえば、自分の間違いを認めない、ということもあるで

しょう。 

 相手のせいにすることもあります。親子の例で言えば「たしかに約束を守れなかったかもしれないけれど、そ

れはもともとあなたが無理な約束をさせるから」ということになるでしょう。このようなパターンに陥りやすい

のはなぜかと言うと、「先生」としての自分の立場が脅かされるように感じるからです。でも、実は「先生役」

を自分の意思で降りることもできる、ということを子どもに示すのも親の重要な仕事なのです。 

 子どもに対して素直になるのがなぜ難しいかと言うと、「先生役」のままで失敗を認めようとするからです。 

〇 時には大人も「生徒役」になる。 

 子どもから学ぶという姿勢に転じて、「約束を守れなかった」というような状況では、「たしかにそうだね。ご

めんね。約束は守れるようにしたいから、どういうふうに工夫できるか、一緒に考えてくれない？」と言えばよ

いのです。 

子どもの言い方がきつすぎるのであれば、「そういう言い方だと感情的になってしまって冷静に聞けないの。

もっとよく理解したいから、もうちょっと優しい言い方をしてくれない？」と言えばよいのです。これは、子ど

もに対して「もっとわかりやすい先生になって」と頼んでいるのと同じことです。親が「先生役」で居続ける

と、子どもがどんな言い方をしても理解するのが親の務めということになりますが、親が「生徒役」になってし

まえば、わかりやすい言い方をすることが子どもの務めということになるのです。そもそも、「もっとよく理解

したいから」と親から言われて嬉しくない子どもはいません。 

 「言い方を変えてくれ」といくら言っても子どもが変わってくれないというケースもあるでしょう。子どもが

変わろうとしないのは、親がまだ「先生役」を続けているときだと考えられます。「先生」からの「要求」に聞

こえてしまうと、反抗期の子どもは反抗するだけです。「おまえの言い方はわかりにくい。違う言い方をしろ」

という言い方は「先生」の言い方です。「生徒」の言い方は、「そういう言い方だとわからないので、違う説明を

してくれない？」ということになります。 

 親が「生徒」になってしまうと秩序がなくなるのではないか、と思われるかもしれませんが、実際は逆です。

子どもに「先生役」を頼むということは、子どもに自覚と責任感を持たせることになります。何でも親のせいに

するのではなく、人間関係には自分が負っている責任もある、ということを教える効果があります。 

「子どもから学ぶ」という姿勢は、子どもが失敗をしたときにも有効です。頭ごなしに叱っても、子どもの記

憶には単に「叱られた」ということしか残りません。同じ間違いを繰り返さないためには、子どもはその間違い

から十分に学ぶ必要があります。 

 そういうときには、まず、「どういうつもりでそれをやったのか」という子ども側の意図をよく聞いてみまし

ょう。「この状況をよく理解したいから、どういうつもりでそれをやったのか教えてくれる？」と聞けばよいで

しょう。子どもの説明の中で、「なるほど」と思うところが見つかれば「なるほど」と言ってあげるとよいでし

ょう。 

 子どもに自分で考え、答えさせることがポイントです。そうすれば、子どもは「押しつけられたもの」という

拒否反応を起こさずに、結論を自らの責任で受け入れていくようになります。       

 

「10代の子をもつ親が知っておきたいこと」水島広子著（紀伊國屋書店）より抜粋、一部要約 


